
新型コロナウイルス



こんな方は休業手当を国から受け取れる可能性があります！

明日は暇だから休んでいいよ

だから明日の分の給料
出ないよ

コロナの影響によりお店が暇になり休業
を指示された場合は休業支援金の

支給対象となります



休業のために企業から給料が出ない方に“休業前賃金額の80パーセント相当”

対象は中小企業に勤める方になります。

80％



申請書は2枚

申請書 確認書（会社の社長さんなどに書いていただく書類）

※店長さんなどにお願いしてください。



＜必要な添付書類＞

「本人証明書類」と「通帳の写し」と「休業前の給料の明細」等があればOK

（未成年の方は保護者の同意書が必要です）

ほ本人確認のできるものの
コピー

※現住所の確認ができるもの

通帳の口座番号のコピー
※振込口座がわかること
※通帳の無い方はカードの

コピーでOK

同意書
+

保護者の本人確認書



詳しい書き方などはコチラ！！！

• HTTPS://WWW.MHLW.GO.JP/STF/KYUGYOSHIENKIN.HTML

厚生労働省のHPより申請書や確認書のダウンロードや詳細の確認ができます

YOUTUBEでわかりやすい紹介動画があります。是非チェックしてみてください！

動画 URL： HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=0DURNS2QO4W

動画のQRコード

※申請していただいた方に確認のため労働局から電話でお尋ねすることがあります。

ご協力お願いいたします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.youtube.com/watch?v=0dURNS2QO4w


労働者・事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の
対象期間・申請期限を延長します

厚生労働省・都道府県労働局

■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月～金 8：30～20：00 / 土日祝 8：30～17：15

お問い合わせは

休業した期間
申請期限

旧 新
４月

令和２年９月30日（水）

令和２年12月31日（木）

５月
６月
７月 令和２年10月31日（土）
８月 令和２年11月30日（月）
９月 令和２年12月31日（木）
10月

－ 令和３年３月31日（水）11月
12月

延長・簡素化

対象期間および申請期限

※ 申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。（例：９月の休業であれば10月１日から申請可能）
申請方法（郵送）

〒６００ー８７９９

日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行

①支給申請書、②支給要件確認書、③本人確認書類（免許証の写しなど）、④振込先口座確認書類
（キャッシュカードの写しなど）、⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類（給与明細の写
しなど）の５点を封筒に入れて、下記のあて先に郵送してください。

主に以下２つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の８割（日額上限11,000円）
を、休業実績に応じて支給します。
①令和２年４月１日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者

②その休業に対する賃金（休業手当）を受けることができない方

※ 詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。

制度概要

延
長



厚生労働省・都道府県労働局

申請の流れ

申 請 審 査 支 給

必要に応じ
て事業主・
労働者に内
容を調査

申請者に支給(不支給)
決定通知
本人口座へ振込み

事業主

労働者

事業主の協力を
得て申請書類を
作成

都道府県労働局に設置
された集中処理センター
にて、申請内容を審査、
支給決定

都道府県労働局
（集中処理センター） 労働者

申請

（注）
• 複数事業所の休業について申請する場合、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。１つの事業所の
分の申請をした期間については、その申請以外全て無効になります。

• 申請書類の作成に当たり事業主の協力を得られない場合は、法律に基づき都道府県労働局から事業主に対して報告を
求め、その回答があるまでは審査を行うことができません。その分申請から支給まで時間を要することとなります。

• 不正行為により支援金・給付金の支給を受けた場合には、労働者に対して、最大で支給額の３倍の額を請求すること
があります。また、その関係者が故意に不正行為を行った場合には、労働者と連帯して上記の額の納付を求めることや、
その名称等を公表することがあります。

（注）

申請に当たっての留意点（事業主の皆様へ）

① 雇用関係や事業主の指示による休業の事実の確認のため、支給要件確認書
の事業主記載欄への記載に協力をお願いします。
※ 支給要件確認書の記載や支援金の受給の有無は、労働基準法第26条の休業手当支払
義務の有無の判断に影響するものではありません。

② 申請には労働保険番号が必要です。農林水産の一部の事業を除き、労働者
を１人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、
手続を行う必要があるものです。

③ 労働者が休業支援金の支給申請をしたことのみを理由として、当該労働者
の解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などを行った場合、労働契約法に
照らして無効等となる場合があります。また、業務上の合理性なく能力や
経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと等は、
職場におけるパワーハラスメントに該当する場合があります。

休業支援金の申請に関連して、職場のトラブルなどがあれば、総合労働相談コーナー
にご相談ください。

同コーナーは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられており、解雇、
雇い止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野
の労働問題について、ワンストップで相談の受付等を行っています。

総合労働相談コーナーのご案内（労働者の皆様へ）



休業支援金・給付金
申請書及び支給要件確認書の書き方講座

新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金

• 申請書および支給要件確認書は厚生労働省のHPよりダウンロードしていただく

ことができます。https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html



支給申請書の書き方
青色で表示された箇所の入力をお願いします。

本人確認書類は記入いただく
現住所と同じ必要があります



実際に勤めた店舗等の名前

⑨4時間以上
勤務した日数

⑩4時間未満
勤務した日数

⑩に記入した日数のうち
で所定

よりも短い労働時間
を命じられた日数



今日は5時間の予定だから5時間
（1日分）働いて

今日は3時間の予定だから3時間
（1日分）働いて

本当なら今日は3時間（1日分）
の予定だけど

1時間早く切り上げて

4時間以上働いた日は

9の欄に日数を記入します

4時間未満働いた日は

10の欄に日数を記入します

10の欄に記入した日数のうち
所定の時間よりも短い時間

働いた日は

11の欄に日数を記入します



（例1）申請期間が5月1日～5月31日、6月1日～6月30日までの場合、
過去6か月間（11月、12月、1月、2月、3月、4月）
のうち任意の3か月の給料（総支給額）を記入します。

（例2）申請期間が10月1日～10月30日までの場合、
過去6か月間（4月、5月、6月、7月、8月、9月）のうち
任意の3か月の給料（総支給額）を記入します。

※支給日をもとに支払われた月を記入します



申請者が未成年者などの場合
こちらの「同意書」が必要になります

日付の入力（上書き）をお願いします

同意書とは別に保護者の方の本人確認書
類が必要になります



支給要件確認書の書き方

申請者本人が記入する欄

事業主など企業側に記入してもらう欄


	「あなたも国からの支援金を受け取れるかもしれません！」
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	申請期日について
	「申請書及び支給要件確認書の書き方講�座」
	【申請に必要な書類】C同意書�（20歳未満）



